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別紙１ 

 

障害のある人もない人も共に安心して暮らせる八王子づくり条例の一部を改正する条例 

 

障害のある人もない人も共に安心して暮らせる八王子づくり条例（平成23年条例第24号）の一部を次

のように改正する。 

 

改正後 改正前 

（定義） 

第２条 この条例において、次の各号に掲げる用語

の意義は、それぞれ当該各号に定めるところによ

る。 

(１) 障害者  

身体障害、知的障害、精神障害（発達障害を

含む。）、難病その他の心身の機能の障害（以

下「障害」と総称する。）がある者であって、

障害及び社会的障壁により継続的に日常生

活又は社会生活に相当な制限を受ける状態

にあるものをいう。 

(２)社会的障壁  

障害がある者にとって日常生活又は社会生

活を営む上で障壁となるような社会におけ

る事物、制度、慣行、観念その他一切のもの

をいう。 

(３)差別  

障害を理由として、差別することその他の権

利利益を侵害する行為をいう。 

(４)コミュニケーション手段 

言語（手話を含む。）、文字、音声、点字、要

約筆記、字幕、音声解説、絵図、拡大・ 代替コ

ミュニケーションその他意思疎通又は情報取

得のための手段をいう。 

 （定義）  

第２条 この条例において、次の各号に掲げる用語

の意義は、それぞれ当該各号に定めるところによ

る。  

(１) 障害者  

身体障害、知的障害、精神障害（発達障害を

含む。）、難病その他の心身の機能の障害（以

下「障害」と総称する。）がある者であって、

障害及び社会的障壁により継続的に日常生

活又は社会生活に相当な制限を受ける状態

にあるものをいう。  

(２) 社会的障壁  

障害がある者にとって日常生活又は社会生

活を営む上で障壁となるような社会におけ

る事物、制度、慣行、観念その他一切のもの

をいう。  

(３) 差別  

障害を理由として、差別することその他の権

利利益を侵害する行為をいう。 

（基本理念）  

第３条 障害者に対する差別をなくすための取組

は、全ての障害者が、障害者でない者と等しく、基

本的人権を享有する個人としてその尊厳が重んぜ

られ、その尊厳にふさわしい生活を保障される権利

を有することを前提として行わなければならない。 

（基本理念）  

第３条 障害者に対する差別をなくすための取組

は、全ての障害者が、障害者でない者と等しく、基

本的人権を享有する個人としてその尊厳が重んぜ

られ、その尊厳にふさわしい生活を保障される権利

を有することを前提として行わなければならない。 



 

２ 障害者に対する差別をなくすための取組は、

差別の多くが障害者に対する誤解、偏見その他

の理解の不足から生じていることを踏まえ、障

害及び障害者に対する理解を広げる取組と一

体のものとして行わなければならない。 

３ 障害者に対する差別をなくすための取組は、

様々な立場の市民がそれぞれの立場を理解し、

相互に協力して行わなければならない。 

４ 障害者に対する差別をなくすための取組

は、障害者が、自ら選択するコミュニケーショ

ン手段により意思を表明し、情報を取得し、社

会参加できることを基本として行われなけれ

ばならない。 

５ 前各項の理念を踏まえ、手話は、長年にわた

り受け継がれてきた文化的な側面とその特性

に関する理解が社会全体で深められるよう配

慮し、言語として尊重されなければならない。 

 

２ 障害者に対する差別をなくすための取組は、

差別の多くが障害者に対する誤解、偏見その他

の理解の不足から生じていることを踏まえ、障

害及び障害者に対する理解を広げる取組と一

体のものとして行わなければならない。  

３ 障害者に対する差別をなくすための取組は、

様々な立場の市民がそれぞれの立場を理解し、

相互に協力して行わなければならない。 

（情報伝達） 

第１０条 市は、障害者が自ら選択するコミュニケ

ーション手段を利用できるよう、コミュニケーショ

ン手段の普及啓発及び利用拡大の支援に努めるも

のとする。 

（情報伝達） 

第１０条 市は、障害者が自ら選択するコミュニケ

ーション手段・（字幕、手話通、、要約筆記、音声解

説等）を利用できるよう、コミュニケーション手段

の普及啓発及び利用拡大の支援に努めるものとす

る。  

 

 

附 則 

 

 （施行期日） 

１ この条例は、令和８年１０月１日から施行する。 



 

別紙２ 

 

提案理由 

八王子市では、全国に先駆けて障害者差別禁止条例である「障害のある人もない人も共に安心して暮

らせる八王子づくり条例」を平成 23年に制定し、障害者の権利擁護と共生社会の実現に向けた取組を推

進してきた。しかし、令和 4年に「東京都手話言語条例」、令和 7年に「手話に関する施策の推進に関す

る法律（通称：手話施策推進法）」や、「東京都障害者情報コミュニケーション条例」が施行され、障害

者基本法に定める情報バリアフリーの重要性が高まるなど、障害者を取り巻く社会環境や制度は大きく

変化している。 

こうした動向を踏まえ、これまで情報伝達として掲げていたコミュニケーション手段についての規定

を基本理念として整理することが求められている。 

そこで、手話が言語のひとつであることを明示すると共に、手話文化の保存、継承及び発展が図られ

るよう、コミュニケーションに関する権利の保障を一層推進し、障害のある人もない人も共に安心して

暮らせる社会の実現をめざすため、本条例の一部を改正する。 


